
4. 医療費適正化のための 取組と 

その でク コ内効果の試、 算 
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[ 長期的に効果の 現れる取組 ] 

・生活習慣病対策の 推進 

[ 中期的に効果の 現れる取組 ] 

・医療機能の 分化・連携の 推進，平均在院日数の 短縮 

・地域における 高齢者の生活機能の 重視 

[ 短期的に効果の 現れる取組 ] 

・公的保険給付の 範囲の在り方の 検討等 

( 参考 ) これまで議論されてきた 医療費の適正化対策 

日本型参照価格制度， OTC ( 一般用医薬品 ) 類似 薬 ( ビタミン剤等 ) 
の 扱いや九五制など 公的保険給付の 内容及び範囲の 見直し，老人医療費 
の 伸び率管理制度 
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    (1) 生活習慣病対策の 推進一糖尿病を 中心として 

生活習慣病対策による 医療費適正化効果 
( 一定の前提に 基づき粗い試算を 行ったもの ) 

0  糖尿病の発症予防・ 重症化予防の 対策は，心疾患、 脳卒中等の対策 
とも共通しており、 それらの対策も 合わせると、 生活習慣病全体の 医療費 
は ついて、 一定の医療費適正化効果があ るものと考えられる 

平成 14 年度 

(2002 年度 ) 

国民医療費 3  Ⅰ・ 1 

う ち生活習慣病 分 7  ,2 

( 国民医療費に 占める割合 ) (23%) 

医療費適正化効果   
  

( 注 つ この表における 生活習慣病分の 医療費の節日 
恵 、 虚血性心疾患、 悪性新生物としている。 ( 高血圧 症 

( 注 2) 適正化効果については、 健康フロンティア 戦 昨 
年度 八 20% 、 虚血性心疾患・ 脳血管疾患は 2015 年度， 

( 注 3) 悪性新生物の 適正化効果 は 見込んでいない。 

  

日
 
Ⅱ
Ⅰ
 -@
 
 

ア
キ
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Ⅰ
 

( 単位 : 兆円 ) 

平成 16 年度 平成 27 年度 平成 37 年度 

(2004 年Ⅰ 黄 Ⅰ (2015 年度Ⅰ (2025 年度Ⅰ 

3  2  .1 49.2 69.0 

7  .5 1  2  .2 1  8  .0 

(23%) (25%) (26%) 

  l  .6 2  ,8 

l[ ま 、 糖尿病 ( 糖尿病性慢性腎不全含む ) 、 脳血管 疾 
、 高脂血症等は 含まれていない。 ) 

の目樗諸 直を勘案し、 * 塔 尿病は :2015 年度ム 10% 、 2025 
Ⅹ 25% 、 2025 年度 八 259 ると仮定して 算 ラコ 三 している。 

一 Ⅰ 5 一 



l 糖尿病を中心とした 生活習慣病等の 進行例 l 
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その疑 い のあ るものを含めると ，各種の生活習慣病等に 大きな影響が 

  
                    外来医療費の 増加                 

  
      
    
    

  

    
  

メ 慢性腎不全 ( 身体障害 ) 
    
    糖尿病 
    
    
    進行 

患者数 : 7 万人 
総患者数 :228.4 万人 合併症の発生 

    
    

    
    糖尿病性腎症 一 割

 
者
数
 

)
 
万
人
の
 
2
3
 
3
 

    
    
    

    
    ( 血液透析 : 約 550 万円 / 年 ) 
    
    
      米 「糖尿病が強く 疑われる人」と「 糖   
    
    尿 病の可能性が 否定できない 人」の 合 
    

    
    計は 1,620  万人 )   

  
  
  
: 高血圧 ( 医療 糖尿病性神経 障 害   
      費 2.7 兆円、 

" 月 1［sm@@s.― - 竺 ㌍ L 青 - 」 

  
      高脂血症等 

糖尿病性壊疽等 
  

    "" 。 琳 ""' 
    
      
l 一一一一一 - 一一 - 一                 

。 参考 ' 

脳血管疾患       虚血性心疾患 

総患者数 :V31.4 万人         総患者数 :91.1 万人 
悪性新生物 

総患者数     128.0 万人 

医療費 :2.0 兆円       医療費 :0 ・ 8 兆円   
死亡数 : 13.0 万人       死亡数 :7.2 万人 

                入院医療費の 増加                 

医療費     2,5 兆円 

死亡数     30 ． 5 万人 
    

出典 : 患者調査 ( 平成 14 年 ), 国民医療費 ( 平成 14 年度 ), 人口動態統計 ( 平成 U4 年 ), 糖尿病実態調査 ( 平成 U4 年 ) 、 わが国の慢性透析療法の 現況 (2003 年 12 
月 31 日 ) 等より 
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  糖尿病の発症予防・ 重症化予防の 対策のイメージ   

  

  糖尿病 ( 糖尿病が強く 疑われる人 ) 十 予備 群 ( 糖尿病の可能性が 否定できない 人 ) 二 ],620 万人 ( 平成 14 年 ) 

  予備 群 ( 要 指導 群 ) 880 万人 糖尿病 ( 要 医療 群 ) 740 万人       
  

▲・ ▲。 

" 非受療者 

  
受療者割合 約 6 割 づ 約 9 

  

  
約 5 割～約 9 割 

) ミ乏光寮寮寮与肴 

    レ   レ 

生活習慣改善のための 指導実施率 血糖コントロール 良好割合 

約 7 割 づ 約 9 割 約 3 割 づ 約 6 割 

( 非受療者は約 5 割 ) 

( 仮定 フ   ( 仮定 ) 
・ 健診カバー率を 約 6 割 づ 約 9 割 へ 糖尿病発症・ レ 受療者割合を 約 5 割 づ 約 9 割 へ   ケ 

・ 指導実施率を 約 7 割 約 9 割へと拡大すると、 者の減少   血糖コントロール 良好割合を約 3 割～約 6 割 へ 合併症 
と 拡大すると、 

占 

発症者 

                                                        約 280 万人づ 約 ?10 の 減少 

万人 ( 約 2 割の減 ) ・ 血糖コントロール 良好者は 約 300 万人 づ 約 440 
( 注 ) 糖尿病発症率 c4 年以内 ) を 指導あ り約 2 割，指導なし 約 4 割 万人 (140 万人の増 ) となり， 

として吉士 彗忙 
・ 合併症発症者 (6 年以内 ) は 30 万人減少 
( 注 ) 増加した良好者のうち 2 割が合併症発症防止 (6 年以内 ) 

されるとして 計算 

糖尿病の発症予防・ 重症化予防の 対策は 、 l む疾患、 脳卒中等の対策とも 共通しており、 さらに相乗効果があ る 

( 生傷病が虚血性心疾患の 67% 、 脳血管疾患の 57%, 腎不全の 80%, 悪性新生物の 29% は、 副 傷病まで含めると 糖尿病，高血圧・ 高 臆面 
症 のうちいずれかを 保有している ) 

光 糖尿病実態調査 ( 平成 l4 年 ). N  巨 。 gl Med 2002;346:393406 、                                                                               28(l995) 103-l17( 熊本スタ ヂィ ) 、 社会 

医療診療行為 別 調査 ( 平成 l4 年 ) 等より 
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生活習慣病の 発症予防・重症化予防の 流れ ( イメージ ) 

 
 

[ 生活習慣病の 発症 ] [ 重症化・合併症 ] 

[ 健康時の生活習慣 ] 

Ⅹ糖尿病予防の 手法は 、 

他の生活習慣病予防に 

・心疾患 
・肥満症 

0 心筋梗塞、 狭心症 ) 

・高血圧症 
・脳卒中 

・高脂血症 ( 脳出血、 脳梗塞 ) 

病の発症予防， 
ヒ 予防は、 心疾 

患 、 脳卒中の予防に 
もっながる。 

・人工透析 

・糖尿病 ・下肢切断 

・失明 など 

m@tW(p 
" 組 ( 参考 ) 健康フロンティア 戦略 ( 実施期間     

・受療促進 
2005 年～ 2014 年 ) の目標 

・適切な治療と 生活 ・心疾患対策‥・ 死亡率を 25% 改善 

習慣 ( 食事，運動等 ) ・脳卒中対策‥・ 死亡率を 25% 改善 

の 改善指導 ・糖尿病対策‥・ 発生率を 20% 改善 
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生活習慣病対策の 具体策 

八科学的根拠に 基づいた効果的な 保健事業の手法の 開発・普及 ノ 

  

0  科学的根拠に 基づき健診項目の 重点化を図るとともに ，健診の精度管理のための 

取組を強化しっ っ ，健診受診率の 向上を図る。 

0  生活習慣病の 発症・重症化予防や 医療費適正化について 一定の成果を 上げている 

保健事業 ( 事後指導等 ) の取組について 検証を行った 上で、 科学的根拠に 基づいた 効 

果 的な手法の開発・ 普及を図る。 

Ⅰ 

/ く 都道府県健康増進計画の 見直し ノ 

0  国は，都道府県が 作成する健康増進計画の 基本方針を示し ，重点的に取り 組むべ 

き対象疾病やその 克服に向けた 具体的な目標、 手法等を提示する。 

0  都道府県は 、 国の基本方針に 即し，また、 地域の実情を 踏まえ、 管内の医療保険 

者、 市町村等による 健診及び事後指導等の 実施方針を示し、 それに沿った 具体的な 

事業内容、 医療保険者と 市町村等の連携方策を 健康増進計画に 明記する。 

0  都道府県のイニシアティブの 下で医療保険者と 市町村等の協議・ 連携の場を設置 

する。 
Ⅰ 
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イマ 医療保険者による 取組の積極的推進 ノ 
Ⅰ 

0  医療保険者と 地域保健が一体的に 保健事業に取り 組む体制を構築し ，両者の役割 
分担と連携の 在り方を明らかにしつっ、 医療保険者自らがより 積極的に推進できるよ う 

にしていくことを 目指す。 

0  特にこれまで 十分に行われてこなかった 健診後の事後指導，フォローアップについて、 

医療保険者が 中心となって 取り組んでいく 体制を強化する。 

0  都道府県単位での 保険者協議会の 設置等により、 医療保険者同士の 連携や地域と 職 

域の連携を強化し、 サラリーマンに 対する現役時代・ 退職後を通じた 一貫した健康管理せ 

  被扶養者に対する 保健事業の取組などを 推進する。 

く 重症化予防のための 取組の推進 ノ 

0  健診実施後における 要 医療者への受療勧奨を 強化する。 

0  合併症等の予防法の 研究・開発・ 普及を図る。 

0  生活習慣病の 重症化予防に 関する診療報酬の 見直しを検討する。 
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平均在院日数が 短縮した場合の 医療費適正化効果 ( 粗 い 試算 ) 
  

0  全国の平均在院日数 (37,9 日 ) が 、 最も短い長野県 (28.8 日 ) と同程度 (24% 減 ) となるものと 

仮定して、 医療費の適正化効果について 粗い試算を行 うと 、 2.2 兆円程度 (2002 年度べ一 ス ) と 

なる。 

( 注 「 ) 2002 年度の入院医療費中入院時食事医療費は 12.5 兆円 

( 注 2) 平均在院日数 ( 病院・診療所の 全病床に係る 数値 ) は「患者調査」 ( 平成 14 年 ) 

0  上記程度の効果が 2025 年度に現れるとすると、 医療費の適正化効果は 2025 年度には 4,9 兆 

" 。 i"" 。 。 。 

( 上記の半分程度の 効果が 2015 年度に現れるとすると、 2015 年度には 1.7 兆円程度となる。 ) 

( 参考 ) 平均在院日数の 各国比較 

アメリカ イギリス ドイツ フランス 
日本 

(2003 年 )   
6. 7 日 8. 3 日 「「． 6 日 Ⅰ 3  5 日 ( 一般病床土療養病床 ) 28 3 日 

( 一般病床のみ ) 20 ． 7 日 

出所 : 日本以外の各国は O 巨 CDHealthData2004, 日本については 厚生労働省「病院報告」 ( 平成 l5 年 ) 

( 注 1) 日本以外の各国の 対象病床は以下の 通り。 

アメリカ :AmeriiCanHospitalAssociation に登録されている 全病院の病床 イギリス・ Nl-lS の全病床 ( 長期病床は除く ) 

ドイ 、 ソ : 急性期病床、 精神病床、 予防治療施設及びリハビリ 施設の病床 ( ナーシンバホームの 病床を除く ) 

フランス : 急性期病床、 長期病床、 精神病床、 その他の病床 

( 注 2) 日本については、 診療所の病床は 含まれない。 一 2 「 一 



熊本市内のあ る急性期病院における「医療連携クリティカルパス ( 連携パス ) 」について 
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(2) 現在使用されている 連携パス 
・人工骨頭置換 術 ・大腿骨頸部骨折骨接合 術 

・人工膝関節置換価 ・人工股関節置換 術 

・頸椎椎弓形成術 ・腰椎椎弓切除術 

・ 肩 腰板修復 術 ・下肢骨折手術 

・脳血管障害 ・胃癌手術 

・大腸癌手術 

(3) 年間連携パス 使用数 ( 平成 15 年 ) 

大腿骨頸部骨折 :  189 例 頸椎手術 :  16 例 

脳血管障害     132 例 人工膝関節 :  12 例 

腰椎手術     24 イ 列 

ヰ
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）
 

合
術
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（
 事例数 

平均在院 i (A) に対す 
日数 i る 減少率 

・連携パス導入双   

( 平成Ⅱ 年 1  同 72 例 28. 5 日 : 
  

～ 12 月 ) (A)  I 

・連携パス導入後   

( 平成 13 年 1 同 77 例 19.6 日 i  約 31% 減 

～ 8 月 )   

・連携パス導入後   
  

( 平成 15 年 1 同 4234 列 15, 4 日 i 約 46% 減 

～ 17 年 1 月 ) 
  
  

②連携 先 病院 ( あ る回復期 リ / ぜ リテーション 施 
設 ) における平均在院日数の 変化 

事例数 
平均在院 i (B) に対す 

日数 i る 減少率 
  
  
  

90. 8 日 i     
( 日 )  ; 

    67.0 日         約 26%5 威 
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医療機能の分化・ 連携，平均在院日数の 短縮の具体策 

/ く 医療計画の見直し ノ 

0  主要な疾患や 医療機能ごとに 定められた指標に 基づき，都道府県が 医療提供体制の 
具体的数値目標を 設定する。 

0  医療計画の内容を、 患者・住民の 生活の質 (QOU 向上の観点から ，医療機能の 分化・ 

連携を推進する 内容に見直す。 
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く 必要な医療資源の 集中的投入 ノ 

0  急性期の入院患者に 対し、 必要な医療資源が 集中的に投入されるよ う にし、 在院日数の 
短縮を図ることにより、 急性期医療の 質の向上と効率化を 図る。   

" く / 
        

く 急性期入院医療に 係る包括評価の 検討 ノ 

0  急性期入院医療に 係る診断器分類別包括評価 (Dpc) について、 その導入の影響を 検 
証し 精綬 化を図りっ っ 、 疾病の特性や 重症度を反映した 包括評価の実施に 向けて検討を 
進める。 

ト Ⅱ ，ノ 

    

く 急性期から回復期，慢性期を 視野に入れた 診療計画の作成 ノ 

0  急性期医療を 担 う 病院が、 地域 ( 在宅 ) に復帰することを 前提とした上で ，当該病院を 退 
院した後の回復期 ( 亜急性期 ) 、 慢性期の医療をも 視野に入れた 診療計画を作成すること 

などにより、 地域の医療機関との 連携の強化を 図る取組を進める。 
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質の高 い 効率的な医療提供体制の 構築 

一 医療機能の分化・ 連携Ⅰ在宅医療の 推進等による 平均在院日数の 短縮 一 

医療計画や度 暉オる 補助金争の医療提供制度改革を 行 う ことによ 久 質の高じ，効率 % な医療提供 体甜の 
実現に 仰ヶ ，都道 麻県 による "  の 言い を Ⅰ推進し ，こ力 を国ガ 亡 支援 ' することとする。 

  

国 による基本方針の 提示 ( 新設 ) 
  

0  国は，都道府県が 作成する医療計画に 関し、 国としての 基 左方針を示し、 あ るべき 
  、 弓の 百 値 設定 0 基となる指標 

" 魅 
    体制のビジョンを 提示するとともに、 都道府井 目柱 

  

医療計画の内容の 見直し ( 案 ) 
  

①主要な疾患や 医療機能ごとに 定められた指標に 基 
づいた都道府県による 医療提供体制の 具体的数値 

①患者・住民の 生活の質 (QOL 向上の観点から、 医 
  

目標の設定 
咄の ヒ ・・ ( 病院間，病院・ 診療所間、 福祉 

・地域の疾病構造の 特徴、 住民ニーズを 踏まえた 
サービスとの 間の連携 ) を推進する内容に 見直し   

目標値の設定     「急性期づ亜急性期・ 回復期づかかりつけ 医の下 @ 

②目標達成に 向けた具体的な 実施計画として 医療 計 
画を位置付け   

  ③国の提示する 政策評価項目に よ る都道府県の 定量     一 ---   一一 ---- 一一 -- 一一 --- 一一 -- 一一 --- 一一 -- 
的 評価の実施とそれに 基づく               言し ② 療 ・小児救急、 在宅医療等，今後 
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「脳卒中」に 係る保健医療提供体制の 実現に関する 国と都道府県の 役割 くイメージノ 

[ 都道府県が医療計画において 定める数値目標 ( 例 )  ] 

・脳卒中患者の 在宅復帰率 00% 増 

・脳卒中の死亡率を 00% 改善 
ナ 全国共通の指標でもって 把握した都道府県 

の 「脳卒中」保健医療提供体制の 実態をべ 一 

スに 当該都道府県において 設定した今後推進 
通の指標を国が 提示。 

  PT/0 丁 数 ( 患者あ たり ) ・脳血管障害に 関する 病診 / 病 宿運 
・禁煙指導の 実施の有無 ・リハビリテーション 提供可能人数 携 計画策定の有無 ( 普及率 ) 

( 回復期リハ・ 通所リハ・訪問し ハ ・ ・ SCU 病床数 ( 患者あ たり ) 

・栄養指導の 実施の有無 
短期入所リハ・ 在宅リハ ) 0 患者あ た ・神経内科 / 脳外科専門医 数 ( 患者 

  早期リハ提供可能人数 ( 患者あ たり ) 
  早潮リハのクリティカルパス 普及率 

・救急車への 連絡から 病着ま 
・脳卒中を原因とする 要介護 艶 定者数 

          r 健康増進計画 J r 地域保健計画 J とも関連 での平均所要時間 脳卒中の診療を 行う医療 

一 2 5 一 



 
 

地域における 高齢者の生活機能の 重視の具体策 

 
 

「 く 多様な居住の 場の質的・量的充実 ノ 
Ⅰ 

0  医療機関からの 転換を含め、 多様な居住の 場 ( ケアハウス、 グループホーム ，高齢者向 
け 住宅等 ) の質的・量的充実を 図るとともに、 介護保険施設の 個室 ュニ、 ソト ケア化など施設 

Ⅰにおける生活環境の 改善を進め，退院後の 患者の受け皿を 確保する。 

1 

く 入院医療提供者と 在宅医療・介護サービス 提供者の連携強化 ノ 

0  入院から在宅 ( 多様な居住の 場 ) での療養生活に 円滑に移行できるよ う ，入院医療提供 
者 と在宅医療・ 介護サービス 提供者の間の 連携を強化する。   

イモ生活機能を 重視した総合的サービスの 提供 ノ 

0  既に要介護認定を 受けている高齢者が 心身の状況に 応じた必要な 医療を受けるため、 地 

域 において医療・ 介護の間で一層連携がとられ、 生活機能を重視した 形で総合的にサービ 

スが 提供できるような 仕組みを検討する。 
コ 在宅でサービスを 受ける後期高齢者に 対して，地域で 主治医やケアマネジャーが 一層 

Ⅰ協働できるようにする。 

く 医療・介護で 共通するサービスの 機能分担の明確化 ノ 

0  療養病床、 訪問看護、 訪問リハビリなど 医療保険と介護保険に 共通するサービスに つ い 

て 、 その機能分担の 在り方を明確化する。 

Ⅰ く 終末期医療の 基盤づくり ノ 

0  終末期医療については ，長寿化の中での 人生の終末期における 生活の質 (QO りをどの 
よ う に向上させるかという 観点を踏まえつっ、 患者の意思を 尊重した適切な 終末期医療が 在 

Ⅰ宅で受けられるような 基盤づくりの 在り方について 検討する。 
一 2 6 - 



試算のまとめ   
        

生活習慣病対策の 推進、 医療機能の分化・ 連携の推進、 平均在院日数の 短縮，地域 
における高齢者の 生活機能の重視を 一休 的 かつ計画的に 行 う ことにより、 構造的な 
医療費適正化を 進めると、 中長期的に以下のような 効果が期待できる。 

2015 年度 2025 年度 

「給付と負担の 見通し」の推計額 

国民医療費 49 兆円 69 兆円 
( 封国民所得 比 ) ( ⅠⅡ %) (1@3%) 

給付費 4 「兆円 59 兆円 
( 封 国民所得 比 ) (9%) (] 「 %) 

生活習慣病対策の 推進 ( の ) 約 「． 6 兆円 約 2. 8 兆円 

平均在院日数の 短縮 ( ② ) 約 ]. 7 兆円 約 4. 9 兆円 

医療費適正化効果総額 ( の 十 ② ) 約 3. 3 兆円 約 7. 7 兆円 

封国民所得 比 0. 7% 1. 5% 

給付費減少総額 約 2. 8 兆円 約 6. 5 兆円 

封国民所得 比 0. 6% 1. 2% 

( 注 ) 粗い試算の結果であ り、 今後、 具体的な方策について 更に議論を進める 中で、 その効果についても 併せ 

て 精査を行う必要があ る。 
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